
７
月
10
日
、野
生
復
帰
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

順
化
ケ
ー
ジ
へ
、オ
ス
３
羽
メ
ス
２
羽
の

計
５
羽
が
放
た
れ
訓
練
が
始
ま
り
ま
し

た
。こ
れ
に
先
立
ち
、順
化
ケ
ー
ジ
へ
の

ト
キ
放
鳥
式
典
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
ま

し
た
。

環
境
省
田
村
事
務
次
官
、泉
田
新
潟

県
知
事
、髙
野
佐
渡
市
長
が
あ
い
さ
つ

し
、野
生
復
帰
に
向
け
た
期
待
が
語
ら

れ
ま
し
た
。

◆
環
境
課　

ト
キ
推
進
室

　
　
　
　
　
　
　

☎
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│
３
１
１
３

◆
ト
キ
交
流
会
館

　
　
　
　
　
　
　

☎
24
│
６
０
４
０

〜
野
生
復
帰
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で

 

　
　
　
順
化
訓
練
開
始
〜行谷小学校児童によるトキの詩とトキの歌の発表

今森光彦【いまもりみつひこ】
写真家。1954年生まれ。琵琶湖にの
ぞむ田園にアトリエを構え、身近な自
然を撮り続ける一方、熱帯雨林や砂
漠など世界の辺境を踏破するなど、
あらゆる自然を取材。1988年写真集
『今森光彦昆虫記』（福音館）、1996
年エッセイ集『里山の少年』（新潮
社）など写真集・著書多数。
http://www.imamori-world.jp/in
dex.html

「
生
き
も
の
と
人・共
生
の
里
を

　
　
　
　
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

■
日
程　

10
月
13
日（
土
）

　
　

      

午
後
１
時
開
演
予
定　

■
会
場　

金
井
能
楽
堂

■
主
催　

佐
渡
市
、｢

生
き
も
の
と
人・共

生
の
里
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム｣

実
行
委
員
会

http://toki-sado.jp/fanclub/
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◇
採
用
人
員

・
看
護
師（
９
名
）看
護
師
、准
看
護
師
免
許
を
有
す
る
者

・
介
護
員（
２８
名
）介
護
福
祉
士
等
の
資
格
を
有
す
る
者

・
支
援
相
談
員（
２
名
）社
会
福
祉
主
事
任
用
資
格
を
有
す
る
者

・
理
学
療
法
士（
１
名
）理
学
療
法
士
の
資
格
を
有
す
る
者

・
作
業
療
法
士（
１
名
）作
業
療
法
士
の
資
格
を
有
す
る
者

・
介
護
支
援
専
門
員（
３
名
）介
護
支
援
専
門
員
の
資
格
を
有
す

る
者

・
管
理
栄
養
士（
１
名
）管
理
栄
養
士
の
資
格
を
有
す
る
者

◇
試
験
の
日
時
・
場
所　

９
月
中
旬
予
定　

佐
渡
市
内

　
※
日
時
、試
験
会
場
は
応
募
者
に
事
前
に
連
絡
し
ま
す

◇
試
験
方
法　

作
文
お
よ
び
面
接
試
験

◇
応
募
手
続

・
応
募
締
め
切
り　

８
月
31
日（
金
）必
着

・
提
出
書
類　

自
筆
履
歴
書（
写
真
添
付
）１
通

　
　
　
　
　
　
資
格
を
証
明
で
き
る
書
類（
免
許
証
の
写
し
等
）

　
　
　
　
　
　

１
通

　
　

※
資
格
取
得
見
込
み
の
場
合
は
そ
の
旨
を
履
歴
書
に
記
載
の
こ
と

・
提
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ
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０
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佐
渡
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新
穂
大
野
１
１
１
７

　
　

社
会
福
祉
法
人
庄
や
の
里　

介
護
老
人
保
健
施
設 

親
里

　
　

開
設
準
備
室（
仮
事
務
所
）　

☎
２２
│
３
５
３
１

◇
勤
務
地　

介
護
老
人
保
健
施
設　

親
里

　
　
　
　
　
（
佐
渡
市
住
吉
１
２
６‐２
）

◇
そ
の
他　

施
設
開
設
は
平
成
２０
年
７
月
を
予
定
し
て
い
ま
す

～雇用保険被保険者のみなさまへお知らせ～
⑴　雇用保険の受給者資格要件が変わります
・これまでの週所定労働時間による被保険者区分（短
時間労働者以外の一般被保険者／短時間被保険
者）をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を
一本化します。
・原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が
対象となります。

【旧】・短時間労働者以外の一般被保険者は6月（各月
14日以上）の被保険者期間が必要

　　 ・短時間労働被保険者（週所定労働時間20～30
時間）は12月（各月11日以上）の被保険者期間
が必要

【新】雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定
労働時間の長短にかかわらず、原則、12月（各月11
日以上）の被保険者期間が必要。※倒産・解雇等に
より離職された方は、6月（各月11日以上）が必要。

⑵　育児休業給付の給付率が50％に上がります
・給付率を休業前賃金の40％から50％に引き上げます。
・平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3
月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。
【旧】休業期間中30％＋職場復帰後6か月10％
【新】休業期間中３０％＋職場復帰後6か月20％

※育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の
算定基礎期間から除外されます。

（平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用）
⑶　教育訓練給付の要件・内容が変わります
・本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給
要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和します。
・また、これまで被保険者期間によって異なっていた給
付率および上限額を一本化します。
・いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の
受講を開始された方が対象となります。

【旧】被保険者期間3年以上5年未満　20％（上限10万円）
　　被保険者期間5年以上　40％（上限20万円）
【新】被保険者期間3年以上　20％（上限10万円）
　 （初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能）
⑷　特例一時金の給付水準が変わります
・特例一時金の給付水準が基本手当日額の40日相当
分となります。

・平成19年10月1日以降に離職された方が対象となりま
す。
　【旧】基本手当日額の50日相当分
　【新】基本手当日額の40日相当分

10月1日から
雇用保険法が変わります！

◆お問い合わせ　
佐渡公共職業安定所（ハローワーク佐渡）雇用保険係　
☎27─2248
☆雇用保険法改正の概要は、下記ホームページで
　ご覧になれます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/
index.html
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